
「嬉野市放課後児童健全育成事業業務委託」 

プロポーザル実施要領 

  

 本実施要領は、嬉野市放課後児童健全育成事業(以下「本業務」という)を委託する事業者を選定するための企

画提案(以下「本企画提案」という)について、参加事業者が仕様等を十分理解し、的確に履行できる能力を有す

るかを審査することを目的として、必要な事項を定めたものである。 

 

１ 業務概要 

(1) 業務名 

嬉野市放課後児童健全育成業務 

(2) 業務の目的 

   本業務は、児童福祉法第６条の３第２項に基づき、労働等により保護者が昼間家庭にいない小学校児童に、

授業が終了した放課後、土曜日及び春・夏・冬休みなどの学校の長期休業期間中に、放課後児童クラ

ブにおいて、適切な遊び及び生活の場を与え、子どもの状況や発達段階を踏まえながら、その健全な育成

を図るとともに、仕事と子育ての両立支援を図るもの 

 (2) 業務内容 

   別紙「嬉野市放課後児童健全育成事業委託仕様書」のとおり 

 (3) 委託期間 

   令和 4年 4月 1日から令和 7年 3月 31日までとする。 

 (4) 令和 4年度委託業務費予定上限額 

   94,709千円 

   ただし、次年度からの委託料は市と受託者が協議して決める。 

 (5) 公募等について 

   市のホームページ等で行うものとする。 

 

2 参加資格 

 (1) 本事業を遂行するにあたり、専門的な知識及び技術、体制を十分に有すること。 

 (2) 子育て支援に関する事業の実施、委託実績もしくは嬉野市が行う放課後児童健全育成事業に従事したこ

とがあること。 

  (3) 放課後児童健全育成事業の児童指導育成業務の受託に熱意があること。 

 (4) 社会福祉法人、NPO法人又は放課後児童健全育成事業を受託できる民間事業者等、本事業を円滑に運営で

きる団体であること。 

 (5) 委託実施場所である 16箇所を、同一の事業者が受託できること。 

   ただし、次の各項に掲げる者は、参加事業者または参加事業者の構成員となることはできない。 

(1) 地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167条の 4の規定に該当する者 

(2) 会社更生法(昭和 27年法律第 172号)により、更生手続き開始の申し立てをしている者 

(3) 民事再生法(平成 11年法律第 225号)により、再生手続き開始の申し立てをしている者 

(4) 本市から指名停止を受けている期間中の者 

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77号)第 2 条第 2号に掲げる暴力団、 

   同条第 6号に規定する暴力団員である役職員を有する団体並びにそれらの利益となる活動を行う者でな 

   いこと。 

 



3 実施スケジュール 

 (1) 仕様書等に対する質問表【様式 2】提出期限 

    令和 3年 11月 16日(火) 午後 5時 

 (2) 上記(1)に対する回答日等 

    令和 3年 11月 18日(木)に、プロポーザル参加者全員へ電子メールにて回答する。 

(3) 参加申込書【様式 1】申込締切 

    令和 3年 11月 24日(水) 午後 5時必着 

 (4) 参加業者への審査会参加案内送付 

    令和 3年 11月 26日(金)に、プロポーザル参加者全員へ送付する。 

※プロポーザル審査会参加を辞退する場合は、令和 3年 12月 1日(水)までに辞退届を提出すること。 

  (5) 提案書等の提出 

    令和 3年 12月 1日(水) 午後 5時必着 

(6) 提案書に関する審査 

     審査会（プロポーザル） 

     実施予定日：令和 3年 12月 6日(月) 

     結果通知日：令和 3年 12月 15日(水) 

 (7) 参加申込書について 

   ① 参加申込書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行なうことがある。 

   ② 参加申込書等の提出は、持参または郵便などによる。郵便などによる提出は、一般書留郵便、簡易書

留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限

る。 

 (8) 仕様書等について 

   ① 仕様等に対する質問がある場合は、上記「3(2) 仕様書等に関する質問表提出期限」までに、書面ま 

たはメールにより提出すること。 

 (9) 参加者の負担について 

    申込書等及び提案書の作成及び提出並びにプレゼンテーションに関する費用は参加者の負担とする。 

(10) 提案書について 

  ① 申込書等及び提案書に虚偽の記載をした場合には、提出された参加申込書及び提案書を無効とすると

ともに、指名除外の措置を行なうことがある。 

  ② 提出された提案書等は、返却しない。 

  ③ 提案書等は、本業務受託候補者の選考以外に提案書の提出者に無断で使用しないものとする。 

    ただし、次の場合には、使用することがある。 

   ア. 嬉野市情報公開条例に基づき公開する場合 

 

4 契約事項 

(1) 契約事項に関する規則 

    嬉野市財務規則に基づく。 

   (2) 契約保証金 

    嬉野市財務規則第 107条第 2項第 6号に基づき、免除。 

 

 

 



5 添付書類 

(1) 嬉野市放課後児童健全育成事業委託仕様書 

 (2) 「嬉野市放課後児童健全育成事業業務委託」提案書作成要領 

 (3) 参加申込書【様式 1】 

 (4) 仕様書等に関する質問表【様式 2】 

 (5) 辞退届【様式 3】 

 (6) 提案書【様式 4】 

 (7) 業務実績書【様式 5】 

 (8) 企画提案書【様式 6】 


